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参考条文 

 
○ 統計法（平成十九年五月二十三日法律第五十三号）（抄） 
（定義）  
第二条  この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若

しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 （平成十一年法律第八十

九号）第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関又は国家行政組織法 （昭和二

十三年法律第百二十号）第三条第二項 に規定する機関をいう。  
２～８ （略）  
９ この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を

確保するための技術的な基準をいう。  
１０～１２ （略）   
 
（統計基準の設定）  
第二十八条  総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。  
２  総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意

見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。  
３  総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。こ

れを変更し、又は廃止したときも、同様とする。  
 
 
○ 統計法施行令（平成二十年十月三十一日政令第三百三十四号）（抄） 
（統計基準の設定方法）  
第十条  法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要と

する事項ごとに定めなければならない。  
 


